
号

外

一�
平

成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

目

次

条

例

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

人

事

課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

河

川

課)

二

○
岐
阜
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

水
道
企
業
課)

二

○
岐
阜
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(

留
置
管
理
課)

三

◇
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

条
例
第
四
七
号)

一

五
五
歳(

医
師
に
あ
っ
て
は
、
五
七
歳)

を
超
え
る
職
員
の
昇
給
を
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績

が
特
に
良
好
で
あ
る
場
合
に
限
り
行
う
こ
と
と
し
た
。(

第
六
条
関
係)

二

災
害
派
遣
手
当
を
支
給
す
る
対
象
に
、
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

復
興
計
画
の
作
成
等
の
た
め
岐
阜
県
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
二

条
の
五
関
係)

三

こ
の
条
例
は
、
二
は
公
布
の
日
か
ら
、
一
は
平
成
二
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

◇
岐
阜
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
八
号)

一

｢

河
川
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
流
水
占
用
料
を
徴
収
す
る
対
象
に
、
流
水
の
占
用
の
登

録
を
受
け
た
者
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
九
号)

一

水
道
料
金
の
引
下
げ
等
を
行
う
た
め
、
そ
の
単
価
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
一
条

関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
五
〇
号)

一

｢

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
岐
阜

県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
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毎
週
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火
曜
日

金
曜
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(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日



三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(
昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
条

例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
項
中｢

に
よ
り
職
員｣

の
下
に｢(

次
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
条
第
五
項
中｢

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中｢

四
号
給

(

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
三
号
給)｣

と
あ
る
の
は
、｢

二
号
給｣｣
を｢

第

三
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で

あ
る
場
合
に
限
り
行
う
も
の
と
し
、
昇
給
さ
せ
る
場
合
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
も
の｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
中｢

又
は
災
害
復
旧｣

を｢

若
し
く
は
災
害
復
旧｣

に
改
め
、｢

者｣

の

下
に｢

又
は
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号)

第
五
十

六
条
に
規
定
す
る
復
興
計
画
の
作
成
等
の
た
め
県
に
派
遣
さ
れ
た
者｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
中
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
六
条
第
四
項
及
び
第
五

項
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号

岐
阜
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

許
可(｣

を｢

許
可
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
流
水
の
占
用
の
登

録(｣

に
、｢

流
水
占
用
許
可｣

を｢

流
水
占
用
許
可
等｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

流
水
占
用
許
可｣

を｢

流
水
占
用
許
可
等｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
中｢

流
水
占
用
許
可｣

を｢

流
水
占
用
許
可
等｣

に
、｢

許
可

を｣

を｢

許
可
等
を｣

に
、｢

許
可
の｣

を｢

許
可
等
の｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
九
号

岐
阜
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中｢

二
万
四
千
三
百
三
十
六
円｣

を｢

一
万
四
千
二
百
八
十
三
円｣

に
改
め
、
同

条
第
二
号
中｢
三
十
一
円｣

を｢

四
十
九
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岐
阜
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
号

岐
阜
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例(
平
成
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
二
十
一
条
第
六
項｣

を｢
第
二
十
一
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

六
人
以
内
に
お
い
て
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る｣

を｢

六
人
と
す
る｣

に
改

め
、
同
条
第
二
項
中｢

補
欠｣

を｢

委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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